
使用料使用料使用料使用料・・・・手数料手数料手数料手数料のののの改定素案改定素案改定素案改定素案についてについてについてについて     

１．改定素案の概要 

（１） 見直し対象 

１８条例、１規則、１要綱、３３施設 

（２） 算定方法 

「使用料・手数料の見直し方針」に基づき算出した原価素数値と現行単価の乖離幅により改定率を設定し、改定 

      素案を算定した。 

（３） 算定結果 

使用料 ・・・  改  定  ： ２施設等、7 項目（うち増額：7 項目）、 

 新  設  ：     1  項目 

 条例化  ：     1  項目 

         据  置  ：  ３４０  項目 

      手数料 ・・・   改  定  ： １１手数料、４２項目（うち増額：１５項目、減額：２７項目）、 

 新  設  ：     ３ 項目 

                据  置  ：  ３２４  項目 

（４） 平均改定率 ※収入ベースでの比較 

      使用料 ・・・  １７．３％ 

      手数料 ・・・  ５．７％ 

      全  体 ・・・  ７．６％ （収入見込増減：プラス 295,579 円） 

 

２．改定する項目 ※改定率は単価ベースでの比較 

（１） 葬祭場使用料 

  ①動物死体収骨無・・・受益者負担の原則を考慮した見直し 

    使用料 ： 無料 → 500 円 （皆増） 

（２） 勤労者研修センター ・・・ 改定率 16.7％～25.0％ 

     ・研修室1 号 ・・・ 4,700 円（全日） →  5,600 円（全日） 

     ・研修室2 号 ・・・ 9,500 円（全日） → 11,400 円（全日） 

     ・研修室3 号 ・・・ 2,400 円（全日） →  2,800 円（全日） 

     ・研修室4 号 ・・・ 2,000 円（全日） →  2,500 円（全日） 

    ※市内の一般企業、団体であれば８割減免 ・・・研修室１号の場合940 円（全日） → 1,120 円（全日） 

 

（３） ｾﾗﾐｯｸｱｰﾄｾﾝﾀｰ陶芸窯専用使用 ・・・ 改定率 7.7％～19.5％ 

     ・ガス窯専用使用 ・・・   41,000 円 → 49,000 円 

     ・電気窯Ⅰ専用使用 ・・・  2,600 円 →  2,800 円 

     ・電気窯Ⅱ専用使用 ・・・  5,100 円 →  5,600 円 

 

（４） 建築指導課所管手数料 ・・・ 改定率 △66.7％～28.6％ 

     ・確認申請等手数料ほか ・・・ 平均改定率5.7％ 

 

３．今後のスケジュール 

平成２７年    １１ 月～１２月中旬     各種関係団体へ説明 

平成２８年      ２ 月上旬            改定案確定 

              ２ 月中旬            各常任委員会へ説明 

              ３ 月上旬            定例会提案 

              ４ 月、５月、９月      広報周知 

             １０ 月１日            施行 


